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社会保険労務士法人 堀口労務行政事務所
住所：帯広市東7条南10丁目11番地8
電話：0155-27-1616
設立：昭和52年 従業員数 14人
産業分類：専門サービス業

作成日（更新日）令和７年２月１４日

基本指針「バイタリティとエネルギッシュに満ちた
人材を求め、活力ある職場づくりをモットーとします」

今年で創業48年を迎えます、北海道帯広市にある
社会保険労務士・行政書士事務所です。
顧問先事業所様が本業に全力を注げるよう、人事労務
に関する手続き等を代行して行う専門サービス業です。
社会保険労務士、行政書士、労働保険事務組合業務

が事業内容ですが、十勝で初めて一人親方労災保険の
特別加入団体を設立するなど、お客様のニーズに応え
て、常に新しい取り組みを行ってきました。
近年は社会経済状況の変化により、相談業務の需要

がより一層高まっており、時代の要請に応えるため、
人材定着に関するコンサルティングや労務リスク対策
支援を新規業務としてはじめました。

・顧問先事業所の労働保険、
社会保険の届出書作成、提出
代行業務

・労働法関係書類の作成
（雇用通知書、労働者名簿等）
・賃金計算業務（明細書、賃金
台帳の作成を含みます）

行政書士業務社労士業務 損害保険募集業務

主な業務内容

自らチャンスをつかんでチャレンジする、そんなバイタリティに満ちた新しい仲間を私たちは求め
ています。たとえばですが、当事務所で専門知識・専門スキルを身に着け、または保有している能力
をブラッシュアップし、資格取得にチャレンジするなど、自ら主体的にチャレンジし成長していただ
きたいと考えています。
専門職なので難しく感じるかもしれませんが、届出の記載事項や添付書類等は法令で定められてお

り、そのルールにしたがって書類を作成して届出るので、定型作業が多い業務です。
疑問点や不明点は遠慮なく積極的に質問してください。

求める人物像

・建設業許可申請
・産業廃棄物許可申請
・入札参加資格審査申請
・経営事項審査手続き
・会社設立
・官公庁への許認可申請業務

・顧客先への業務上のリスク
回避のため、損害保険商品の
販売業務があります。
具体的には、政府労災保険で
は保障しきれない損害に備え、
上乗せ給付の保険を扱います。
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先輩インタビュー

入社後のキャリア／給与モデル

30歳

350,000円／月 年収420万円

40歳

400,000円／月 年収480万円

入社後の活躍

9：00

ある１日の流れ

朝礼後、顧問先様から依頼された手
続きを行います。保険証発行の為の
資格取得届や、離職票を作成します。

12：00

13：00

15：00

18：00

50歳

450,000円／月 年収540万円

1人で基本的な業務をこなせるようになります。

一連の業務を習得し、後輩や部下のサポート・
指導をおこなうようになります。

人脈が拡がり、新規顧客を獲得したり、新たな
事業提案をするベテラン社員に成長します。

リーダー・所長代理等の職責を担う人もおり、
マネジャーとして円熟期をむかえます。

入社後のサポート／社内制度
・入社後は、新しい職場環境に慣れていただけるよう、先輩社員がマンツーマンで優しく丁寧に指導
を行いますので、安心して仕事を覚えることができます。

・十分に力が発揮できるよう、ご本人の性格や能力に十分配慮して、担当業務や担当の顧問先を決め
ます。

お昼休みです。しっかり休んで食事
をとって、午後に備えます。

顧問先から相談があったのでむかい
ます。どのような対応をするべきか、
法令を念頭に置いて助言します。

ラジオ体操の時間です。体を動かし
気分転換。生産性があがります。
リフレッシュ後は集中して、午前の
手続きの続きをします。

今日も一日お疲れ様でした！
明日もがんばりましょう！

◆20代4人、30代1人、40代5人、50代1人、60代3人と、様々な年代の方が活躍しています。
高卒3年目の社員も、ベテラン社員に負けずに大活躍中です！

◆あなたも士業にチャレンジしませんか。
新しい仲間からの応募を、スタッフ一同お待ちしております！

20歳

250,000円／月 年収300万円

現在、私は約40数社の会社のお客様を担当させて
いただいています。業務内容も、労務問題対応・アド
バイス、就業規則作成、社会保険手続、給与計算、
助成金の提出など、ほぼすべての社労士業務を行って
います。
すべての業務をひとりで出来ることではありません

ので、風通しの良い事務所であったこともあり先輩社
員等の指導、助言、アドバイスをもらいながら、自分
でも調べ、考え、お客様のニーズに合わせて提案する
という業務を通して経験、知識、ノウハウを身につけ
てきたと思っています。
また、社会保険労務士業務は日常生活に直結する役

立つ法律を多く扱うのが魅力といえます。社会保険労
務士業務に携わってみるとお分かりになりますが、労
働全般に関する法律、ケガ・病気などをした場合の公
的な保険に関する法律、障害になった場合や年老いた
ときにもらえる年金に関する法律など、職場や私生活
に関わりのある法律が多くあります。
業務を通して、日常生活に役立つ知識を蓄積できる

ことから、仕事の面だけではなく、両親や友人等身近
な方々の相談に乗ることができ、沢山の方に喜んでも
らえる業種だと感じています。


